
や就職にまで影響を受けてしまうことは、大きな問題で
あると考えています。
　こうした状況を踏まえ、本市では、子どもとその保護
者のあらゆる相談に対応し、子育て世帯をサポートする
「志木市子ども家庭総合支援拠点」を７月に開設しまし
た。この拠点には専門的な知識を有する職員を配置し、
児童相談所・警察署・学校・保育園などの関係機関と密に
連携したきめ細かな支援を実施するとともに、子どもの
貧困やヤングケアラーなど、配慮が必要な家庭を把握し、
関係機関による早期の支援につなげていきます。
　また、子どもだけではなく、障がい者・高齢者・生活困
窮者・ケアラーなど、誰もが住み慣れた地域で、互いに
個性や生き方などを尊重し合い、誰もが輝くことができ
る社会である、「地域共生社会」を実現するためには、市
民の皆様一人ひとりにご理解をいただくことが重要と考
えています。
　現在志木市では、「地域共生社会」を実現するため、そ
の理念を定める本市独自の条例の策定に向けた議論を進
めており、12月には、埼玉県のケアラー支援条例の制定
に貢献された日本ケアラー連盟代表理事の堀

ほり

越
こし

栄
えい

子
こ

氏を
講師としてお招きして、ケアラーの実態を理解し、ケア
ラーを地域で孤立させないための社会的支援をテーマと
した講演会を開催し、ケアラーを地域全体で支える機運
を醸成していきます。
　ケアが必要な人はもちろん、その人を支えるケアラー
も社会全体で支え、誰もが住み慣れた地域で安心して自
分らしく暮らせるとともに、自分の生きる力や可能性を
最大限に発揮できるまちを目指し、「地域共生社会」の実
現に向け、志木市は新たな一歩を踏み出します。

　今月号の広報しきの特集として取り上げられているケ
アラーについて、皆さんはどのくらいご存知でしょうか。
ケアラーとは、心身に不調のある家族や友人、知人など
に対し、無償で介護や日常の世話などをされている方の
ことですが、その中には、介護のために仕事を辞めざる
を得ない「介護離職」や、本人も健康不安を抱える高齢者
でありながら高齢者を介護する「老老介護」など、さまざ
まな問題を抱えている方もいます。
　また、18歳未満にもかかわらず、本来であれば大人が
担うような家事や家族の世話などを日常的に行う子ども
たちをヤングケアラーといい、近年、全国的な問題とし
て取り上げられています。令和２年に埼玉県が県内の高
校２年生を対象に実施した実態調査では4.1％、約24人
に１人がヤングケアラーに該当するという結果でした。
もちろん、子どもたちが家事などの手伝いをする習慣を
身につけることは、子どもの自立心や責任感を育む上で
大切なことですが、その年齢に見合わない重い責任や負
担が原因で、学校生活や友人関係、さらには将来の進学

以心伝心

以心伝心

志木市長

　現在の志木市域は江戸時代前期（1690年頃）より、宗岡地区は
入間郡上宗岡村・中宗岡村・下宗岡村、本町地区は新

にい

座
くら

郡引又村
後に引又宿、柏町・幸町地区は新座郡館

たて

本
ほ ん

村
むら

とよばれていました。
　明治維新の後、明治７年（1874年)引又宿と館本村が合併し、
平安時代にこの辺りにあったといわれる志木郷より、『志木宿』と
なりました。一方各宗岡村も合わせて入間郡宗岡村となりました。
ちなみに明治９年（1876年）には、廃藩置県後の変遷を経て現在
の埼玉県域が成立しています。その後、明治21年（1888年）の市
制・町村制の公布を受けて、『志木町』となり、明治29年（1896年）
の郡廃置法により、北足立郡に編入されました。
　昭和に入り戦時体制強化に伴い、志木町・宗岡村・内間木村（現
朝霞市）・水谷村（現富士見市）が合併し、昭和19年（1944年）２月
11日紀元節に、『志紀町』が誕生しました。終戦後昭和23年にこ
の合併は解消され、志木町に戻りました。
　昭和30年（1955年）に志木町と宗岡村が合併し、『足立町』とな
り現在の市域が確定しました。昭和45年（1970年）10月26日、地
方自治法に則り市制を施行するにあたり、明治よりの名称の『志
木市』となりました。
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第 26回　志木市のなりたち

▲

足
立
町
役
場

（
提
供
：ニ
ュ
ー
タ
イ
ム
ス
）

▲

足
立
町
浄
水
場

（
提
供
：
市
郷
土
資
料
館
）

Shiki City2022.11 31

注
目
情
報

募
集

イ
ベ
ン
ト

講
座

健
康

く
ら
し

相
談

医
療

支える人を支える
～誰もが自分らしく暮らせるまちを目指して～


